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【機密性2】

京都家庭裁判所の令和7年度における裁判官の配置、開廷の日割、裁判事務の分

配及び代理順序並びに司法行政事務の代理順序を次のとおり定める6

令和6年12月13日
低

京 都 家 庭 裁 判 所

第1条（裁判官の配置等）

京都家庭裁判所の裁判官の配置は、別表1、事務の分配及び開廷日割は、別表

2のとおりとするほか､ 次条以下に定めるところによる。

第2条（本庁の家事事件の配付1

本庁の家事に関する事件（第4条に規定するものを除く。）は、家事部におい

て定めるところにより、配付する。

第3条（本庁の少年事件の配付）

本庁の少年に関する事件（次条に規定するものを除く。）は、少年部において

定めるところにより、配付する。

第4条（令状等の事務等の処理）

令状等の事務、観護措置決定及びその更新に対する各異議申立事件の処理につ

いては、本庁に所属する裁判官の協議により別途定める。

第5条（事件の回付）

本庁又は支部で取り扱うべき事件のうち、これを処理することが相当でないと

きは、申出により、裁判事務調整委員会において、これを本庁又は他の支部に回

付することができる｡ ただし、次の場合は、同委員会の手続を要しない6

1 関連事件について関係各裁判官が協議の上、回付する場合

2 管轄区域の定めに反して提起され、申し立てられ、又は送致された事件に

ついて《当該事件を本来審理すべき庁に回付する場合

3 少年事件について

（1）本庁及び舞鶴支部のいずれにも管轄を有する事件を回付する場合
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【機密性2】

（2）保護者の住所が本庁及び舞鶴支部のいずれかの管轄区域内にあり、同区

域を管轄する庁に回付する場合

第6条（裁判事務の代理順序）

1 本庁の合議係の裁判長に差し支えがあるときは、その部の裁判官が別表2の

合議係に掲げる順序によりこれを代理する。

2 本庁の合議係について、裁判官に差し支えがあって、合議体を構成できない

ときは、所長が指名する他の裁判官が代理する。

・3 本庁の単独係の裁判官に差し支えがあるときは、別表3に掲げる順序により

これを代理する。

4 前項に規定する代理すべき裁判官全員に差し支えがあるときは、所長が指名

する裁判官が代理する。

5 支部の裁判官に差し支えがあるときは、別表4に掲げる方法によりこれを代

理する。

6 第1項から前項までの定め以外の代理順序については、その都度所長が定め

る。

第7条（司法行政事務の代理順序）

1 所長に差し支えがあるときは、別表5に掲げる順序に従って代理する。

2 支部長に差し支えがあるときは、第6条第5項の規定を準用する。

附 則（令和6年12月17日総第1486号）

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

附 則（令和7年1月9日総第8号）

この規程は、令和7年1月15日から施行する。

附 則（令和7年3月10日総第221号）

この規程は、令和7年4月1日から施行する。
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【機密性2】

(別表1）

裁判官の配置

家事部

裁判官 中 村 昭 子

裁判官 佐 藤 志 保

裁判官 浜 優 子

裁判官 國 分 綾

裁判官 園 部 伸 之

裁判官 道垣内 正 大

少年部

裁判官 黒 田 豊

裁判官 永 野 公 規

裁判官 渡 部 孝 彦

裁判官 櫻 井 雅 典

園部支部

裁判官 泉 有、美

宮津支部

裁判官 丸 谷 昂 資

舞鶴支部

裁判官 村 井 佳 奈

福知山支部

裁判官 奥 山 浩 平

1

2

3

4

5

6
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【令和7年度事務の分配表及び開廷日割】【機密性2】

(別表2）

（本庁）

家事部

単独係

5係
合議係係

亜＝＝ー＝一一
…■■■■■■’

1係 ｜’ 2係 ｜’ 3係 4係

月・木 随 時開廷日割（1号法廷：開廷租臼）

|“"’
中村昭子、永野公規、鉾華志保、浜優子、圃分
綾、園部伸之、道垣内正大、渡部孝彦、櫻井雅
典

裁判官名
通垣内正大 櫻井 雅典 渡部 孝溝浜 擾子 園部 伸之 中村 昭子 國分 綾黒田 豊 佐藤 志保

事務分配

成年後見関係事件、任意後見関係事件及び未成年
後見関係事件

6/202/20 2/202/20 8/20別衷第一事件 ① 1 家事事件#こ関する裁定合醸事件（全部）
2 人事解艶に関する裁定合酸事件（全部）
3 少年部の鋤官、職員に姉る除斥、
忌避及び回避申立に関する事件(全部〕

4 翻部支部の家事事件に鞠する裁定合蝕
事件（全部）

審判事件

元後見人等が利害関係人として申し立てる民法8
97条の2第1項の相続財産管理関係事件【※ 1/4 1/41/2②

相続財産管理関係事件（②を除く）及び不在者財
産笹理関係事件

1/3 1/3 1/3③

後見関係事件（①）及び民法897条の2第1項
の相続財産管理（②）に関連する特別代理人選任
寡伸

1/4 1/41/2④

1/21/2⑤ 特別代理人選任事件（④を除く）

児意福祉法28条事件、親桶喪失・停止及び管理
樋賓失並びにそれらの審判の取消事件、親権及び
管理桶の辞任及び回復許可事件I※2】

l/3 1/31/3⑥

1/3l/3 1/3⑦ 児童福祉法33条事件【※2】

1/31/31/3⑧ 遺言書検露事件

1/2 1/2⑨ 相続放棄の申述受理関係亭件

1/5 1/51ﾉ5 1/5 1/5⑩ 即日審判（子の氏の変更) 事件

1/41/4 1/2⑪ 上記以外の別表第一事件

3/10 2/10 2/10 3/10遺産分翻関係事件別表第二事件 ①

2/103/10 2/10 3/10①以外の別表第二事件 【※3】②

3/103/10 2/10 2/10① 遺産分劉関係事件別表第二享件詞停事件

2/10 3/10 2/103/10①以外の別表第二事件 【※3】睡

2/ 10 3/102/103/10一般展停事件 遺留分侵害額錆求事件①

1/10 2/10 2/102/10 3/10② ①以外の一般瞬停事件

再
盛
再
唾 斗

’ 本案事件の担当係に分配する家事雑事件 審判前の保全処分、履行勧告、履行命令、間接強劃等

-F- ｜‐ ’1/21’一‐|’ 1/21/2家事共助事件

2/5 3/5人事訴鰹事件及びこれに弱連する損害賠償舗求訴訟（ア）

2/5 3/5(ア）を本案とする保全命令事件、保全異酸事件及び保全取消事件

3/52/5勝求典欺等訴訟事件、人事所訟雑事件

｜
’

その事件麺別ごとに本表による分淫に繰り入れて各係に分配する。差戻し事件

その鯖求の対象となる事件を処理した係に分配す-る。再審事件

当庁で管理継続していた後見等事件の管理財産の引継ぎのために元後見人等が民法897条の2第1項に基づき申し立てた相続財産管理人選任事件及びこれに関連する事件

1通の申立番で申し立てられた場合、事件数が数件であっても､ 1件として分配する。

現に1係に係属中の一般爾停事件に関連する婚姻費用分担事件が後に申し立てられた場合は1係に分配する。
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【令和7年度事務の分配表及び開廷日割】【機密性2】

(別表2 ）

(本庁）

’ ’係 ’’ 2係 ll

少年部単独係

一’3係イ｜ー
少年部単独係裁判官申合せのとおり

少年部合酸係

合磯係

随 時

、

部・係

’ 3係ハ ’

’ 開廷日割

永野公規、渡部孝彦、櫻井雅典、黒田豊、佐藤志保、浜
優子、國分綾、園部伸之、道垣内正大

園部 伸之
道垣内正大

裁判官名裁判官名
渡部 孝彦永野 公規 櫻井 雅典永野 公規 擢井 雅典 渡部 孝彦

事務分配分配

’
【※3】7/10 3/20 3/20一般非行事件 身柄事件 1 少年に関する裁定合蟻事件（全部）

2 家事部の裁判官、職員、家事岡停官及び参与員に対
する

除斥、忌避及び回避申立に関する事件並びに家庭裁判
所詞 ，
査官及び家事調停委員に対する除斥事件（全部）
3，準抗告事件（全部）
4．少年法第17条の2に定める事件（舞鵡支部を含む
全部）

在宅事件 7/10 3/20 3/20

簡易送致事件 7/10 3/20 3/20

3/20 3/20準少年保凄事件 7/10

『

少年審判等共助事件 3/207/10 3/20 の

’
ｸ

少年審判雑事件 7/10 3/20 3/20

3/207/10 3/20交通関係事件【※1】

7/10 3/20 3/20遊路交通法違反事件等【※2】 共同危険行為

7/10 3/20 3/20その他

裁判官申合せによる築中審判、集翻審判、反則金不納付事件

『交通関係事件」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の各事件、自動車運転過失致死傷事件、車両運転による（重）過失致死傷事件、危険運転致死傷事件、自動車損害賠償補償法
違反事件及び道路運送車両法違反事件（いずれの事件についても道路交通法違反事件が併合されているものを含む。）をいう。

『道路交通法違反事件等」とは、道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件をいう。

代理順序の定めにかかわらず、少年部単独事件全般について随時担当する。

差戻事件は、本表による分配に繰り入れて、本表に定める割合に従って各係に分配する。

※1

２
３

４

※
※

※
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【令和7年度事務の分配表及び開廷日割】【機密性2】（別表2）
霊■’ 裁判官 事 務 分 ． 配|開廷日割等

部
ただし、次の事件はいずれも本庁で取り扱う。
園部支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件
同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

全
〆

月（ただし、第1，3，
5週）・火・水・金

１
２
３
４

泉 有 美 当該支部に係属する事件園 部

部
ただし、次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。
宮津支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件
同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

全

１
２
３
４

当骸支部に係属する事件宮 津 月・火・水・金丸 谷 昂 資

合議部

全 部

ただし、少年法第17条の2に定める事件は本庁で取り扱う。
（裁判長・支部長）
村 井 佳 奈

1 当該支部に係属する合議事件

2 宮津支部及び福知山支部の家事事件で合議体
で裁判することが相当である事件

奥 山 浩 平
（てん補）

全 部

随 時

舞 鶴 3 宮津支部及び福知山支部の裁判官、職員及び

参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関す
る事件並びに家庭裁判所調査官、家事溺停委員
に対する除斥申立に関する事件

丸 谷 昂 資
（てん補）

全 部

4 宮津支部及び福知山支部の裁判官が担当した
裁判に対する準抗告事件

全 部(本庁からてん補）

単独係

村 井 佳 奈 合議事件以外の当該支部に係属する事件 全 部月・火・水・木・金

部

ただし、次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。
福知山支部の家事に関する事件で合議体で裁判することが相当である事件
同支部の裁判官、職員及び参与員に対する除斥、忌避及び回避申立に関する事件
同支部の家庭裁判所調査官、家事調停委員に対する除斥申立に関する事件 ・
同支部の裁判官が担当した裁判に対する遁抗告事件

全

１
２
３
４

当該支部に係属する事件福知山 奥 山 浩 平 月・水・木・金
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【機密性2】

(別表3）

裁判事務の代理順序（本庁単独係）

代 理 順 序差し支えのある係

家事部2係､ 家事部3係、家事部4係、

家事部6係、家事部7係、家事部8係、

順

家事部5係、

家事部9係の

家事部1係

家事部3係、家事部4係、家事部5係、家事部6係、

家事部7係、家事部8係、家事部9係の順

家事部2係

家事部4係、家事部5係、家事部6係、家事部7係、

家事部8係、家事部9係、家事部2係の順

家事部3係

家事部5係､ 家事部6係、家事部7係、家事部8係、

家事部9係、家事部2係、家事部3係の順

家事部4係

家事部6係、家事部7係、家事部8係、家事部9係、
1 －

家事部2係、家事部3係、家事部4係の順

家事部5係

家事部7係、家事部8係、家事部9係、家事部2係、

家事部3係､家事部4係、家事部5係の順

家事部6係

家事部2係、家事部3係、家事部4係､ 家事部5係、

家事部6係、家事部8係、家事部9係の順

家事部7係

家事部9係、家事部2係、家事部3係、家事部4係、

家事部5係、家事部6係、家事部7係の順

家事部8係

家事部9係 家事部8係、家事部2係、家事部3係、家事部4係、

家事部5係、家事部6係、家事部7係の順

－7－



|機密性2）』

少年部2係、少年部4係、家事部3係、家事部4係、

家事部2係、家事部7係、家事部6係、家事部5係の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については

、順次繰り上げる。

少年部1係

少年部4係、少年部1係、家事部3係、家事部4係、

家事部2係、家事部7係、家事部6係､ 家事部5係の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については

、順次繰り上げる。

少年部2係

ノ

少年部1係、少年部2係、家事部3係、家事部4係、

家事部2係、家事部7係、家事部6係、家事部5係の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については

､ 順次繰り上げる｡

少年部4係

少年部3係ロ、少年部3係ハ、家事部3係､ 家事部4

係、家事部2係、家事部7係、家事部6係、家事部5係

少年部3係イ

の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については
q

､ 順次繰り上げる。

少年部3係ロ 少年部3係ハ、少年部3係イ、家事部3係く 家事部4

係、家事部2係、家事部7係、家事部6係、家事部5係

の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については

、順次繰り上げる。
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【機密性2】

少年部3係イ、少年部3係ロ､ 家事部3係、家事部4

係、家事部2係、家事部7係、家事部6係､ 家事部5係

少年部3係ハ

の順

ただし、未特例判事補が担当できない事件については

､ 順次繰り上げる。

『
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1機密性2）

(別表4）

裁判事務の代理順序（支部）

代 理 順 序差し支えのある支部

所長が指名する本庁、宮津支部、舞鶴支部又は福知山

支部の裁判官

園部支部

舞鶴支部の裁判官、福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官一

宮津支部

宮津支部の裁判官、福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官

舞鶴支部

宮津支部の裁判官、舞鶴支部の裁判官の順

舞鶴支部の裁判官にも差し支えがあるときは、所長が

指名する本庁又は園部支部の裁判官

福知山支部

－10－



1機密性2】

(別表5）

司法行政事務の代理順序

(所長の代理順序）

中 村 昭 子

永 野 公 規

裁判官

裁判官

第1順位
ﾛ

第2順位

ノ

ざ

i
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